
 

は じ め に 
 

本年 1月 17日、阪神・淡路大震災から 20年の節目を迎えました。 

阪神・淡路大震災が発生した平成 7年は、震災後 1年間で国内外から 138万人ものボラ

ンティアが被災地に駆けつけ、それまでボランティアに携わったことのない多くの人がボラ

ンティア活動に参加し、ボランティア団体やグループが数多く生まれたことから、「ボランテ

ィア元年」と呼ばれています。 

これを機に、ボランティアによる活動に注目が集まり、平成 10 年 12 月「特定非営利活

動促進法（NPO法）」が施行されました。兵庫県でも、「県民ボランタリー活動の促進等に関

する条例」を制定し、従来のボランティアという考えを拡げたボランタリー活動という概念

のもと支援基盤の整備を進め、平成 14年 6月には、ボランタリー活動の全県支援拠点とし

て「ひょうごボランタリープラザ」が開設しました。 

ひょうごボランタリープラザでは、ひょうごボランタリー基金を活用した多彩な活動への

資金支援や、東日本大震災や丹波豪雨災害の被災地へのボランティアバスの派遣など、兵庫

らしい事業を展開しています。 

このように阪神・淡路大震災を機に市民活動をとりまく環境整備が進み、市民活動が全県

下で活発化し、また災害ボランティア活動については県内にとどまらず全国で先導的に活躍

した一方、ボランタリー活動の裾野の拡大や寄附文化の醸成、自己満足型にとどまることな

く地域コミュニティや企業、NPOが連携・協働すること等の課題も生じています。 

阪神・淡路大震災から 20 年を迎えた兵庫県では、未曾有の災害から得た経験と教訓を発

信し続けるため、「-1.17 は忘れない-『伝える』『備える』『活かす』」を基本コンセプトに、

多彩な阪神・淡路大震災 20 年事業が展開されており、その一貫として、阪神・淡路大震災

を契機とした兵庫のボランタリー活動について、これまでの歴史を振り返り、団体がおかれ

ている現状の課題を考察し、これからのボランタリー活動の方向を展望するため“ひょうご

震災 20年ボランタリー活動の検証”を実施しました。 

今回の検証で得られた課題や今後の方向をもとに、次の 10 年に向けて、兵庫のボランタ

リー活動を皆さんと共によりよいものにしていくスタートとしたいと思います。 

   

 

   平成 27年 3月 

  ひょうご震災 20年ボランタリー活動検証委員会 委員長   

室 﨑 益 輝   


	houkokusyo.pdfから挿入したしおり
	00-01表紙
	00-02はじめに
	00-03ボランタリー活動の変遷（年表）
	00-04目次
	01ボランタリー活動検証の趣旨
	02ボランタリー活動の変遷
	03アンケート調査等からみたボランタリー活動の現状
	04ボランタリー活動における課題と今後の方向性
	05-00有識者メッセージ 目次
	05-01野尻武敏さん
	05-02黒田裕子さん
	05-03坂本津留代さん
	05-04山口一史さん
	05-05小森星児さん
	05-06小西康生さん
	05-07渥美公秀さん
	06-00検証委員会委員メッセージ 目次
	06-01室﨑委員長
	06-02田端委員
	06-03中村委員
	06-04野崎委員
	06-05久保委員
	06-06永守委員
	06-07土井委員
	06-08柳瀬委員
	07-00資料編 目次
	07-01県民ボランタリー活動の促進等に関する条例
	07-02県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本方針
	07-03県民の参画と協働の推進に関する条例
	07-04ひょうごボランタリー基金設置規程
	07-05-01地域防災計画17災害ボランティア
	07-05-02地域防災計画14災害ボランティア
	07-06近畿ブロック府県・指定都市社会福祉協議会災害時の相互支援に関する協定
	07-07社会福祉協議会における災害時の相互支援要綱
	07-08災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議設置要綱
	07-09日本青年会議所近畿地区兵庫ブロック協議会とひょうごボランタリープラザとの災害時を想定した相互協力に関する協定書
	07-10ひょうご震災20年ボランタリー活動フォーラム開催概要
	07-11ひょうご震災20年ボランタリー活動検証委員会設置要綱
	08裏表紙


